
 
  

新型コロナウイルス感染拡大「第 3 波」の終息が見えない中、大阪市・仙台市・神戸市等に続き東

京都の 23 区他にも「まん延防止等重点措置」が適用されることとなり、経済活動への影響はさらに長

引くと予想されます。雇用調整助成金の特例措置も、緊急事態宣言が解除された翌月以降には原則的

措置に戻るところ、「まん延防止等重点措置」を受けて営業時間の短縮等に協力する事業主と売上等が

著しく厳しい事業主には、5 月・6月の 2 ヶ月に限り特例措置が継続されることとなります。ウィズコ

ロナ時代を迎え、今後は、従業員の雇用を守るための在籍出向等、労働移動も含めた対策が必要とな

りそうです。在籍出向にかかるご不安は、社労士法人トップアンドコアへご相談ください。 

 

 平成 30 年に策定された「情報通信技術を利用した事業外勤務（テレワーク）の適切な導入及び実

施のためのガイドライン」が改定され、初めて「テレワーク」と明言されたうえ、本ガイドラインの

趣旨を「ウィズコロナ・ポストコロナに対応した働き方」として「更なる導入・定着を図る」と位置

づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回のガイドラインでは、労働時間管理や労務管理の法的な解釈や対応方法の例示が多かったと

ころ、今回はさらに踏み込んで「人事評価」「人材育成」「メンタルヘルス対策」「作業環境整備」等、

テレワークの実施を推進するために必要な法令で定められていない課題にまで言及されています。 

 

＜前提＞ 

 労働安全衛生法等においては、安全衛生管理体制の確立および職場における安全配慮義務は事業

者の義務であり、テレワークを実施する場合においても、事業者は関係法令に基づき、労働者の安

全と健康の確保のための措置を講ずる必要がある。 

→テレワークを初めて行わせるときは、テレワーク作業時の安全衛生に 

関する事項を含む安全衛生教育を行うことが重要である 

＜事業者用/労働者用の 2 種類のチェックリストの活用を提案＞ 

 ・「テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト（事業者用）」 

 ・「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト（労働者用）」 

【令和 3 年 3 月 31 日号】 



 

職業安定法に基づく指針の改正により、職業紹介事業者は「お祝い金」その他これに類する名目で、

求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧

奨を行うことが禁止されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従業員数 501 人以上の企業では、社会保険に加入する基準が「週の所定労働時間 20 時間以上」他

となっているところ、2022 年 10 月～と 2024 年 10 月～の 2 段階で対象企業の範囲が拡大されます。 

  

 社会保険に加入して保険料が給与から控除されることで、手取り額が減ることについて、パート・

アルバイトの方々の理解が得られずトラブルとなることも予想されます。早めに以下の手順で進め

ていきましょう。厚生労働省のＨＰには、様々な説明用資料・ガイドブックが準備されています。 

＜手順例＞ ①自社が適用拡大の対象となる企業に該当するか、従業員数を確認する 

②新たに加入対象となる従業員を把握する 

③法改正により社会保険の加入が義務となる要件を社内周知する 

④必要に応じて説明会や個別面談を実施する 

 

 

社会保険労務士法人トップアンドコア 
【本社】       東京都新宿区西新宿 1-25-1  新宿ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 46Ｆ       TEL：03-3349-8370 

【名古屋支店】 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 JP ﾀﾜｰ名古屋 7Ｆ       TEL：052-589-8753 

【福岡支店】  福岡県福岡市博多区住吉 1-2-25 ｷｬﾅﾙｼﾃｨ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 6Ｆ TEL：092-273-0503 

E-mail： contact@topandcore.or.jp  http：//www.topandcore.com/ 

◎求職の申し込みの勧奨は、 

金銭の提供ではなく、職業紹

介の質を向上させ、それを PR

することで行うこと 

◎職業紹介事業者が自ら 

紹介した就職者に対し転職し

たらお祝い金を提供するなど

と転職勧奨する事例が報告さ

れている 


